
判事補の外部経験について

判事補の経験多様化に関する基本方針

（平成16年6月23日裁判官会議議決）

最高裁判所は，判事補が，裁判所外部において，裁判官以外の法律専門職としての経験

その他の多様な経験を積むことは,多様で豊かな知識経験を備えた視野の広い判事を確

保するために極めて有意義であるとの認識に立って，これまで行政機関等への出向，民間

企業等への派遣,海外留学,在外公館等での勤務等のプログラムの拡充を図ってきたとこ

ろであるが，今般， 「判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律」 （平成16年法律

第121号）が成立し，判事補がその身分を離れて弁護士の職務を経験することができる

制度が創設され，判事補に多様な外部経験の機会を与えるための制度的な条件が整備さ

れたことを受け，下記のとおり，判事補の経験多様化に関する基本方針を定める。

記

事件処理態勢の確保，適切な受入先の確保・拡充等の環境・条件を整備した上；原則と

してすべての判事補に，弁護士職務経験，行政機関，在外公館等での勤務，民間企業等へ

の派遣又は海外留学等の多様な経験を積む機会を与えるものとする。

4



判事補の外部経験の概要（令和3年3月現在）

(第二カード 「外部経験等の希望について」欄の各外部経験先コースに対応）

1 訟務検事※組織図2参照

(1) 職務内容

（2） 勤務場所

（3） 期 問

（4） 身 分

（5） 各年度の予定数

訟務事務

法務省訟務局又は高裁所在地の各法務局訟務部

原則として2年（訟務局は2年又は3年）

検事

10名程度
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2 法務省※

(1) 職務内容

組織図2参照

法務行政事務（裁判官としての法律知識経験を

活用して行政事務を行う。 ）

法務省（司法法制部，民事局，刑事局， 人権擁護

局，法務総合研究所（研修部，国際連合研修協力部

国際協力部） ）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す(他に，上記1

の訟務部門がある。 ）。

原則として2年（司法法制部， 民事局，刑事局及

び国際連合研修協力部は3年）

検事

(2) 勤務場所

(3) 期 間

(4) 身 分

(5) 各年度の予定数 10名程度

5



弁護士

(1) 職務内容

3

弁護士職務

東京（横浜， さいたま，千葉を含む。 ） ，大阪

（京都，神戸を含む。 ） ，名古屋，福岡，札幌等

の法律事務所

＊現在弁護士職務経験を行っている地域を示す。今後変更

される可能性がある。

原則として2年

裁判所事務官（弁護士職務従事職員） 〃弁護士

10名程度

第二カードで応募の意向を示した者のうち，対象

(2) 勤務場所

(3) 期 問

(4) 身一 分

(5) 各年度の予定数

(6) その他

時期にある者に，改めて受け入れ予定事務所の情報

を提供し，希望の有無希望の地区，希望の事務所

鞍どを聴取する

咄

‐

抄

Ⅱ

川

命

恥

亀鐇－11 秘． 且当L唯今

※「弁護士職務経験に閨する手続の流れについて」参照
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行政官庁※ 糸

(1) 行政官庁研修

組織図1参照4

行政事務（主として，裁判事務とは直接関連しな1

行政事務を行う。 ）

の職務内容

内閣官房（内閣官房副長官補付） ，公正取引委員会事

務総局，金融庁（総合政策局，企画市場局） ，総務省（自

治行政局,総合通信基盤局） ，外務省（総合外交政策局，

北米局,国際法局，領事局） ，財務省（国際局） ，厚生

労働省（大臣官房） ，農林水産省（食料産業局） ，経済

産業省（経済産業政策局，貿易経済協力局，資源エネル

ギー庁） ， 国土交通省（鉄道局）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている部局を示す。今後，変更

される可能性がある。

原則として2年

検事（当該行政官庁の事務官）

数名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所事

務総局に配置されることがある。

② 勤務場所

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数

⑥その他

7



(2) 金融庁，証券取引等監視委員会， 行政不服審査会，公害等調整委員会， 国税

不服審判所， 文部科学省， 中央労働委員会

行政事務（準司法的事務を含む。 ） （裁判官とし

ての法律知識，経験を活用して事務を行う。 ）

金融庁，証券取引等監視委員会事務局，行政不服

審査会事務局，公害等調整委員会事務局， 国税不服

審判所（関東信越，東京， 名古屋， 大阪） ，文部科

学省研究開発局（原子力損害賠償紛争和解仲介

室） ， 中央労働委員会事務局

＊現在派遣を行っている官庁，部局を示す。今後，変更され

る可能性がある。

原則として2年

検事（当該行政官庁等の審判官，特別専門官又は

①職務内容

②勤務場所

③ 期 問

④身
′、

刀

事務官）

数名程度各年度の予定数⑤
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5在外公館※「在外公館・法整備支援。海外留学（1年間）の派遣先」参照

在外公館における外交事務又は領事事務

在外公館（在中華人民共和国'三|本国大使館，在アメ

リカ合衆国日本国大使館，在カナダ日本国大使館，在

ストラスブール日本国総領事館， 国際連合日本政府代

表部，在ジュネーブ匡|際機関日本政府代表部）

＊ （ ）内は現在派遣を行っている在外公館を示す。今後変

更される可能性がある。

原則として約2年

外務事務官（一等若しくは二等書記官又は領事）

(]） 職務内容

勤務場所(Z）

期 間

身 分

ｊ
ｊ
３
４

Ｆ
ｉ
ｌ
ｌ
、
／
Ｊ
１
、

＊判事任命資格に算入されない。

若干名

派遣前年の秋に,外務省研修所において約4か月間，

赴任前研修に参加（判事補身分） 。その後，派遣までの

間は，東京又は周辺の裁判所において勤務する。

なお，派遣前に短期間，事前研修的な趣旨で，最高裁

判所事務総局に配置されることがある。

各年度の予定数(5)

その他
／ｲｰ､、

（りノ

童雷

亀睾
野

＝ ＝

9



法整備支援。海外留学（1年間）の派遣先」参照

海外における法整備支援（裁判官としての法律知

識，経験を活用して法整備支援を行う。 ）

東南アジア諸国（インドネシア（ジャカルタ） ， 力

6法整備支援※「在外公館

(1) 職務内君

(2) 勤務場所

ンボジア（プノンペン）

－1 ）
、 、

上｡ ド(不ミヤンミマ

＊今後変更される可能性がある。

1年又は2年

＊赴任前研修等の期間を除く。

検事（国際機関等に派遣される一般職の国家公務員

の処遇等に関する法律による派遣職員たる検事） 。独立

行政法人国際協力機構(JICA)長期専門家

聿三二厘,ウ
イコ｜一口

派遣前に検事に転官して，法務省法務総合研究所に

おいて，約6か月間，赴任前研修等に参加する。なお

派遣先に1年間勤務し，帰国後，法務省に1年間勤務干

(3) 期 間

(4) 身 分

各年度

その他

D予定数
/F“､

Ihl

(hl

する可能性もある。
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7 民間企業研修※「派遣先企業一覧（民間企業長期研修） 」参照

（1） 民間企業研修

①職務内容 民間企業における業務

②勤務場所 東京， 大阪，名古屋，福岡地区所在の民間企業

③期 間 1年

④身 分 判事補

⑤各年度の予定数 10名程度

（2） 日本銀行研修

①職務内容 日本銀行における業務

②勤務場所 日本銀行（東京）

③期 間 1年

④身 分 判事補

⑤各年度の予定数 1名程度

（3） シンクタンク等における研修

①職務内容

②勤務場所

シンクタンク等における企画。研究業務

一般社団法人日本経済団体連合会21世紀政策研究所

（東京）

原則として1年

判事補

1名程度 畷
期 間

身 分

各年度の予定数

３
｝

④
⑤
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｢在外公館。法整備支援。海外留学（1年間）の派遣先」参照8 海外留学※

（1） 職務内容 海外の大学又は裁判所等における在外研究

アメリカ， イギリス， カナダ，オーストラリア

フランス， ドイツ，ベルギーの各国

2） 派遣場所

(3) 期 間

(4) 身 分

(5) 各年度の予定数

(6) その他

1年又は2年

判事補

35名程度

公募を行う

その他

(1) 議院法制局

①職務内容

②勤務場所

③期 間

④身 分

⑤各年度の予定数

⑥その他

9

議院法制局における事務

衆議院法制局

原則として2年

衆議院法制局参事

1名程度

経験前に短期間，事前研事前研

漣寧刀汀亨

識嘘ぞ§

修の趣旨で，最高裁判所事

務総局に配置されることがある。

(2) 国寸国会図書館

①職務内容 国立国会図書館における事務（主として， 国立国会

図書館の運営に関する事務を行う。 ）

国立国会図書館

原則として2年

国立国会図書館参事

＊判事任命資格に算入されない。

1名程度

経験前に短期間，事前研修の趣旨で，最高裁判所事

務総局に配置されることがある。

② 勤務場所

期 問(3)

④身 衿
ノJ

⑤各年度の予定数

⑥その他
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0 9 0

0 ． 0

1 （3） 預金保険機構 I
l I
I I
I f O
I O

i ①職務内容 預金保険機構における業務（裁判官としての法律知 ’
1 . I
1 0

’ 10

1 識，経験を活用して事務を行う。 ） I
l B

l O
O

l ②勤務場所 預金保険機構(東京） ’
0

1
1

0

｜③期 間 原則として2年 ' i
O

O

I
O

l ④身 分 預金保険機構職員 ｜
』

1
0

0

＊判事任命資格に算入されない。 ｜
．

Q

O
f

I
● 0

⑤各年度の予定数 若干名 I

①

‐‐ｰ■■一一■■■一－－－－ｰI■■一ー再一ヰー‐~一＝一－一－一ｰｰ●■■ｰｰ■■再－－－■■ー■■－－■■■■■■■■ー■■ーーーーｰーーｰ‐画一■■画一‐‐一一一一一＝幸一■■ーl■■■■■■■■■■＝ーーー■■ｰ■■■■＝■■－1■■＝■■ー二一ー■■■

｝

13

、



L

O

I I
U I

Pー~一一一幸－－－1■■‐ｰ一一一一一一ー一一戸一一一‘■■ー■■ー＝ー■■■■ーーーーーー■■､■■'■■■■‘■■1■■－1■■■■■■ー■■1■■!■■■■＝■■1■■■■ー＝＝一｡■b■■＝■■－1■■ー■■ー‘■■I■■■■＝ー■■一一ーーーー一一一ーー

I 外部縛験から復帰後の異動の方針について 1
， 0

1 0
1 ･ D

D O

l 1 前任地から引き続き地域的異動を伴わずに外部経験をする場合 ｜
I
ロ

0

0

1 当該地の異動条件により異動 I
D

O

I

B

l 2地域的異動を伴って外部経験をする場合 ｜
抄

U
1

q

l

l

| (1) 民間企業研修における研修 ’
9

，
0

0

1年間の研修後，異動後の配属庁において残りの任期を勤務 ’
1

0

1 I

（2） 上記以外の外部経験 ’
0

I

O

U

外部経験後，希望すれば， 引き続き同一地域の裁判所で2年間勤務可能 I
e

O
B

D

O

I ’

同一地域を希望しない場合は,当該地の異動条件により異動 I
a

I
I

O

l

3外部経験先コース，地域が希望外となった場合 ’
9

1
1

n

復帰後の異動について上記よりも有利に取り扱うことがある，ただし,外部経験 ｜
●

I
I

B
、

としての海外留学をした後，語学力を必要とする行政官庁や在外公館等での外部経 I
U
O

O

l

験をする場合は, この限りでない。 ！

※勤務地別の異動条件（当面，外部経験の実施が予定されている地のうち，異動

条件の付されているもの）

東京，横浜， さいたま，千葉大阪，京都，神戸，名古屋，広島福岡（いず

れも 「最高裁指定庁」 ）

※留学は地域的異動を伴わないものとして扱う。ただし，留学からの帰国後は〉

従前の異動条件にかかわらず， 「最高裁指定庁」の異動条件が付されたものとし

て扱う。

※在外公館，法整備支援の海外勤務は派遣地を「東京」 とみなす。

※同一地域には各管内支部を含み（仙台は古川支部，札幌は小樽支部及び岩見沢

| ら"鰯…ず…卿陸…．…’
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【組織図1】判事補が外部経験している行政官庁等
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１
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研究開発局
待定個人情報

保護委員会
審判官

原子力損害賠償
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二 総合政策局

厚生労働省 大臣官房

u.鍵…員霊 ’会

企画市場局

証券取引等

監視委員会
一ﾛ

｜ 》鴬寶書『 ｜
経済産業政策局

ｲE 経済産業省縦

貿易経済協力局

資源エネルギー庁

11 ．主…｜計“道” ’

1｜ 環境省 ’’

1｜ 防衛省 ｜’防衛省

’

1
1

｜ ｜ 判事縛が外部経験してい…
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【組織図2】判事補が外部経験している法務省の部局等

大臣官房 司法法制部

民事局

東京法務局

（訟窓部）
刑事局

大阪法務局

（訟務部）

矯正后
名古屋法務局

（訟務部）
去務省

広島法務局

（訟務部) 、
保護局

福岡法務局

（訟務部）
k権擁護局

仙台法務局

(訟務部)

務局
札幌法務局
′ﾆﾉ、工使立汀、

高松法務局

地方法務局

去務総合研究所

｜ ｜判事補が外部維験Lている難局雲
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弁護士職務経験に関する手続の流れについて
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h O

1 1 希望調査

| 弁護士職務経験の対象となる期の判事補のうち‘裁判官第二ｶｰドの『5外部経
｜ 験等の希望について」の「(3)弁護士」欄に「希望する」又は「経験してもよい」 と

｜ 記載した者に対して，判事補の弁護士職務経験に関する希望調査票を配布する（現

｜ 在海外留学中の者等は除く。 ） 。

｜ 希望調査票の配布を受けた判事補は,弁護士職務経験についての希望の有無のほ

| か,希望する場合には希望する弁護士事務所の所在地及び希望する弁護士事務所
｜ 名（最高裁から提示された弁護士事務所のうち希望するもの）を，希望調査票に入

｜ 力して回答する。

' 2事務所の提示

I 本希望調査票が提出された後,最高裁において,希望者の中から弁護士職務経験

｜ を行う予定となる判事補を定め，対象者に，各人の希望を踏まえて，複数の事務所

｜ を提示する。提示にあたっては，可能な限りその希望を尊重するが，他の判事補の
|

｜ 希望と重なる場合などには，高い順位で希望した事務所が含まれない場合もある。

3事務所の訪問

弁護士職務経験を行う予定となった判事補は，提示された事務所を全て訪問し

て，雇用条件等について交渉し，雇用契約を締結したい事務所を選択する。

最高裁は，受入先弁護士法人等との間で取決めを締結する。

弁護士職務経験を行うことになった者は，上記取決めに基づいて，受入先弁護士

法人等と雇用契約を締結し，弁護士登録をした上で，弁護士職務経験を開始する。

レーーー 三思 〃て 一一■､二 ．上 号＝三岳 ･三二二 B－I D－－ ＝ 一三 ざ ■- ﾆﾛ■■ロ '一㎡ 一一 一､正 -b－f b－0 刀－0 ■■ ､－0 ■d h---d■一一■■＝－－＝一一一一T p■「b-d b---■■一■■＝一一■■＝■■■■-■■－

､
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派遣先企業一覧(民間企業長期研修）

派遣
人数 運輸 情報･通信商業 金融 エネルギー地区 不動産製造

｜ ’ ｜ ’ ’ ｜ ’ ｜
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三篭[,r l7j銀行
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恥セノ

ペ十､ノー､､ノケ
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鍵
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〒ず､_〆ゾー
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|名畜霞
トーーー

|福岡

西日本鉄道

九州旅客鉄道

’

’ ’’1,0T（〕

平成29年から令和3年度までの派遣先※平成29年から令扣3年度き

※「派遣人数｣は令和3年度分
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